
鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

令和７年３月２１日 

 

鈴鹿教育委員会 

 

鈴鹿市教育委員会規則第２号 

鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関する規則の一部を改正する規則 

鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関する規則（昭和３１年鈴鹿市教育委

員会規則第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように

改める。 

改 正 後 改 正 前 

（委任事務） （委任事務） 

第１条 鈴鹿市教育委員会（以下「教育委員

会」という。）は、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和31年法律第162号。

以下「法」という。）第25条第１項の規定に

基づき、次に掲げる事項を除き、その権限に

属する事務を教育長に委任する。 

第１条 鈴鹿市教育委員会（以下「教育委員

会」という。）は、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和31年法律第162号。

以下「法」という。）第25条第１項の規定に

基づき、次に掲げる事項を除き、その権限に

属する事務を教育長に委任する。 

(１)～(12)  略 (１)～(12)  略 

 (13) 文化財の指定及び解除を行うこと。 

(13)・(14)  略 (14)・(15)  略 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 


